
貸切バス事業の許可に関するフロー

許可申請書の提出 （管轄運輸支局）

法令試験の実施 （原則、毎月１回）

合格 不合格 標準処理期間４ヶ月

再試験合格 再試験不合格者は却下

審査基準に基づく書類審査

書類の補正等

許可処分

許可処分の局報掲載

許可書の交付 （支局を通じて）

運賃及び料金の届出 （実施予定日の３０日前まで）

※当該営業区域について他の一般貸切旅客自動車運送事業

者が現に適用している運賃及び料金と同一の運賃及び料

金の設定をする場合又は地方運輸局長が必要ないと認め

たときはあらかじめ届出

運送約款の認可 昭和６２年１月２３日運輸省告示第４９号（平成２０年５

月１２日国土交通省告示第５６９号一部改正）による標準

運送約款と同一の運送約款を定めた場合は認可を受けたも

のとみなす

貸切バス事業の運輸開始

運輸開始届出 （管轄運輸支局）


